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審査書 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等保安規定の変更の認可について 

 

原規規発第 2009247 号 

令和２年９月２４日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

Ⅰ．審査の結果 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「申請者」という。）から「核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和 32年法律第 166 号。以

下「法」という。）第５７条第１項の規定に基づき申請のあった「国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 核燃料物質使用施設等保安規定の

変更認可申請について」（令和 2 年 3 月 2 日付け令 01 原機（科保）082 をもって申

請。以下「本申請」という。）が、法第５７条第２項第１号に定める第５２条第１項

若しくは第５５条第１項の許可を受けたところ又は同条第２項の規定により届け

出たところによるものでないこと、及び同項第２号に定める核燃料物質又は核燃料

物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであることに該当

しないものであるかどうかを審査した。 

審査の結果、本申請は、法５７条第２項各号のいずれにも該当しないと認められ

る。 

具体的な審査の内容等については以下のとおりである。 

 

Ⅱ．申請の内容 

本申請の内容は、以下のとおりである。 

・日本原子力発電株式会社東海第二発電所緊急時対策所等の設置に伴い、原子力

科学研究所の周辺監視区域の一部を変更する。 

 

Ⅲ．審査の方法 

原子力規制委員会は、審査においては、本申請の内容が法第５７条第２項第 1号

に定める「第５２条第１項若しくは第５５条第１項の許可を受けたところ又は同条

第２項の規定により届け出たところによるものでないこと」に該当しないこと、同

項第２号に定める「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の

防止上十分でないものであること」には該当しないことを確認するため、「使用施設

等における保安規定の審査基準」（原規研発第 1311275 号平成 25年 11 月 27 日原子

力規制委員会決定。以下「審査基準」という。）に示された要件を満たしているかに

ついて確認する。 
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なお、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究

用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則」（令和 2

年原子力規制委員会規則第 12 号）附則第８条第１項及び第２項により、同規則の施

行に伴い新たに要求される品質マネジメントシステム等に関する保安規定変更認

可申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、なお従前の例によ

ることとしていることから、原規規発第 2002054 号（令和 2年 2月 5日原子力規制

委員会決定）による改正後の審査基準は用いない。 

 

Ⅳ．審査の内容 

本申請に係る変更は、法第５７条第２項第１号に定める「第５２条第１項若しく

は第５５条第１項の許可を受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たと

ころによるものでないこと」及び同条第２項第２号に定める「核燃料物質又は核燃

料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること」には

該当しないと判断した。 

審査の内容を以下に示す。 

 

１．法第５７条第２項第１号 

本申請の内容は、原子力規制委員会が令和2年 5月 1日付け原規規発第2005011

号で許可した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の申請書（令 01原機（科

保）016（令 01 原機（科保）071 及び令 01 原機（科保）092 をもって一部補正）。

以下「使用変更許可申請書」という。）に記載された立入制限等の周辺監視区域に

係る措置に関する内容を満足することを確認した。 

 

２．法第５７条第２項第２号 

審査基準においては、「核燃料物質の使用等に関する規則」（昭和 32年総理府令

第 84号。以下「使用規則」という。）第２条の１２第１項第４号のうち、周辺監

視区域について、周辺監視区域の設定及び措置並びに立入制限等に関することが

明記されていることを保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項としてい

る。 

申請者は、日本原子力発電株式会社が実施する東海第二発電所の緊急時対策所

等の設置のための用地として、原子力科学研究所北側の敷地の一部を貸与するた

め、周辺監視区域を変更するとしている。 

原子力規制委員会は、周辺監視区域の設定について、使用変更許可申請書に基

づき、使用規則第２条の１２第１項第４号の規定に適合すると判断した。 


